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令和８年５月 25 日 

緊急銃猟にかかる机上訓練を実施します 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の改正により、クマな

ど危険鳥獣の出没時に市町村の責任において「緊急銃猟」が可能となったこと

から、本市が緊急銃猟制度を円滑かつ安全に実施する際の指針となる「大津市

クマ等出没対応マニュアル（緊急銃猟マニュアル）」を本年１月に策定しまし

た。 

今回、同マニュアルの円滑な運用による関係者間の情報共有と連携を強化す

るため、下記のとおり机上訓練を実施します。 

 

                 記 

 

１．日 時  令和８年５月３０日（土）１４時００分～１６時００分 

２．場 所  大津市役所 新館７階 大会議室 

３．参加者  庁内関係所属及び滋賀県、滋賀県警察、狩猟関係者 

４．内 容  市内でのクマ等の出没による緊急銃猟の実施を想定し、大津市

クマ等出没対応マニュアルの運用による関係者間の情報共有と

連携の強化を目的とした机上での訓練 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

お問い合わせ先 

担当者 産業観光部農林水産課 担当： 木津 

連絡先 077-528-2757 内線 3450 

総合計画 

位置付け 

基本方針 基本政策 施策 
取組の 

方向性 
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